
完 了 後 の 評 価 個 表

I 整理番号

事 業 名 森林環境保全 整備事業 都 道 府 県 山梨県

地域 （地区）名 や
山

ま
梨

なし 東とう部ぶ 事 業実施主体 県、 市町村、 森林組合等

関係市 町 村 富
ふじ

士
よ

吉
し

田
だ

市ほか11市町村 管 理 主 体 県、 市町村、 森林組合等

事 業実施 期 間 H23年度～H30年度(8年間） 完了後経過年数 5年

事 業 の概要 ・ 目的 本地域は、 山梨県の東部に位置し、 東部は東京都及び神奈川県、 南部は静岡県、

北部は埼玉県に接しており、 富士吉田市ほか3市2町6村からなっている。

本地域の総面積131千haのうち、 森林面積は108千ha（森林率82%)、 対象民有

林は107千ha（森林全体の99%)、 うち人工林は55千ha（人工林率51%) となっ

ており、 主にスギ、 ヒノキ、 アカマツ及びカラマツにより構成されている。

人工林の齢級構成は8 齢級以上が 50千haと91％を占め、 利用可能な資源が年々

増加しており、 今後、 主伐・再造林を推進していくとともに、 長伐期施業化に伴う

高齢級人工林の利用間伐や、 未利用間伐材等の林地残材を木質バイオマスとして活

用するなど、 段階的に利用を進め、 木材利用の促進を図っていく必要が ある。

しかしなが ら、 所有者不明森林が多いため施業集約化が進んでいないことのほ

か、 森林所有者の高齢化や世代交代に伴う自己所有森林への関心の低下等により、

必要な施業の遅れが生じている。

このため、 本事業により、 本地域内の小規模林地を 面的にとりまとめる施業集約

化と効率的な路網整備を 一 層推進し、 適切な森林整備により水源涵養機能や山地災

害防止機能等、 森林の持つ公益的機能の維持増進を図るために、 間伐材等森林資源

の有効活用を進め、 効率的な施業に不可欠な路網整備と搬出間伐や再造林等の森林

整備を 一体的・計画的に実施したものである。

•主な事業内容 森林整備 5,626ha

人工造林、 下刈り、 除伐、 間伐等

路網整備 8,390m 

林業専用道開設

（平成22年度の評価時点1,057,716千円）

・総事業費 2,380,917千円 （税抜き2,227,195千円）
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